
別紙のとおり



質問 1 

派遣労働者の割合に応じた再委託の判定はございません。 

ただし、本業務の指揮系統や管理監督等の主たる業務を含めて人材派遣業者に一任する場

合など、実質的に再委託と同様ではないかと疑義が生じる場合には発注者にご相談ください。 

質問 2 

管理者及び副管理者について雇用形態の制限はございませんが、本業務を適切に遂行でき

る者である必要があります。 

質問 3 

廃止となります。 

質問 4 

様式につきましては、契約締結後に別途提供いたしますが、電子データ形式

(Microsoft Excel 等）を想定しております。 
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